
生ごみ処理機等の購入を補助します 

もやせるごみとして捨てている“生ごみ”。生ごみ処理機で処理すると、生ごみを肥料と

して活用でき、おいしい野菜を作ったり、きれいな草花を育てたりすることができます。 

地球にやさしい取組みです。ぜひ、生ごみ処理機等購入補助事業をご利用ください。 

[補助制度の内容]  

補助対象者    山形市内にお住まいで、本人及び世帯員が平成２３年 
（２０１１年）度以降に購入補助を利用していない方 

対象機種・金額  購入価格（消費税を含む）の２分の１（下記の上限額あり） 
（ボカシ・促進剤・木材チップなどの資材は補助対象外） 

[申し込み方法] 
購入する前に､指定販売店（裏面記載）または市役所にある「申込用はがき」でお申し込みくだ

さい。市で確認後、申込者に「購入案内通知一式」を送付いたします。 
「購入案内通知一式」が届きましたら、印鑑、購入案内通知、補助金交付申請書・委任状を指定

販売店に持参し､補助金額を差し引いた額で購入してください。 

 

～～乾燥生ごみと野菜等の交換事業「生ごみやさいクル」に参加しませんか～～ 

市では､家庭用電気式(乾燥式)生ごみ処理機で処理した生成物（乾燥生ごみ）と野菜等を交換

する事業を行っています。家庭菜園をお持ちでない方も資源の循環に参加できる、エコでお得

な取り組みです。ぜひ､ご活用ください！ 

お問い合わせ：山形市ごみ減量推進課減量推進係 TEL 641-1212（内線 698・699） 


